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長島の春 花ばなとともに

第15回夢追い長島花フェスタが３月

29日に開幕した。会場の「サンセット

の丘」では、東シナ海を望む美しい景

色とともに、約100種類、50万本の花

ばなが来場者を迎えた。

・教育施策の機会均等（上
かみすじ

筋　睦
むつお

雄）

・子ども食堂に光を（古
ふるた

田　一
かずひろ

博）

３月の一般質問は…

・有害鳥獣捕獲について（竹
たけやま

山　司
しろう

郎）

・令和７年度施政方針を問う（上
かみひら

平　重
おもし

）



定例会で決まったこと
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令
和
７
年
第
１
回
長
島
町
議
会
定

例
会
が
、
３
月
３
日
か
ら
19
日
ま
で

17
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
た
。

令
和
７
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算

は
、
町
制
施
行
20
周
年
を
記
念
す
る

各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
定
額
減
税

調
整
給
付
金
支
援
事
業
、乗
合
バ
ス
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
購
入
費
な
ど
、
１

１
２
億
２
９
３
５
万
４
千
円
（
前
年

度
比
２
・
７
％
減
）
と
な
っ
た
ほ
か
、

８
特
別
会
計
と
３
水
道
事
業
会
計
に

係
る
当
初
予
算
に
つ
い
て
、
予
算
審

査
特
別
委
員
会
（
浦
弘
成
委
員
長
）

を
設
置
し
審
査
し
た
。
（
審
査
の
詳

細
は
６
～
７
㌻
。
）

令
和
６
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
11
号
）
は
、
各
事
業
の
実
績

見
込
み
な
ど
に
よ
る
補
正
で
、
４
億

３
７
１
６
万
１
千
円
を
追
加
し
、
総

額
１
３
７
億
７
８
３
９
万
６
千
円
と

な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
条
例
改
正
な
ど
合
わ

せ
て
48
件
の
議
案
と
商
工
会
へ
の
補

助
金
要
望
な
ど
陳
情
２
件
を
２
つ
の

常
任
委
員
会
で
審
議
し
た
結
果
、
議

案
48
件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
、
陳

情
２
件
を
採
択
し
た
。

令
和
６
年
第
４
回
定
例
会
で
否
決
さ

れ
て
い
た
、
長
島
町
特
産
品
直
売
施
設

ポ
テ
ト
ハ
ウ
ス
望
陽
及
び
長
島
物
産
館

並
び
に
長
島
町
農
山
漁
村
体
験
施
設
の

指
定
管
理
者
と
し
て
、
㈱
長
島
物
産
館

を
指
定
す
る
議
案
に
つ
い
て
は
、
「
現

指
定
期
間
を
延
長
し
、
出
荷
者
協
議
会

と
の
関
係
改
善
や
公
募
の
公
平
性
、
透

明
性
を
確
保
し
た
上
で
、
再
公
募
を
行

う
べ
き
」
と
の
反
対
討
論
と
、「
委
員

会
か
ら
付
さ
れ
た
意
見
を
改
善
す
る
こ

と
を
前
提
に
賛
成
す
る
」
と
の
賛
成
討

論
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多

数
（
賛
成
９
・
反
対
４
）
で
可
決
し
た
。

最
終
日
の
19
日
に
は
、
令
和
７
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
６
８
３
万
５
千

円
追
加
、
総
額
１
１
２
億
３
６
１
８
万

９
千
円
）
を
追
加
上
程
し
可
決
し
た
。

主
な
補
正
内
容
は
、
生
活
保
護
シ
ス
テ

ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
構
築
に
係
る
委

託
料
４
７
１
万
９
千
円
な
ど
。

ま
た
、
任
期
満
了
に
伴
う
教
育
委
員

会
委
員
１
名
の
任
命
と
、
農
業
委
員
会

委
員
15
名
の
選
任
に
係
る
人
事
案
件
に

同
意
し
た
ほ
か
、
議
会
の
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
を
求

め
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
、可
決
し
た
。

令和６年第４回定例会で否決となっていた・・・

「道の駅指定管理者」の指定議案
賛成多数で可決

　賛成：中浦雅彦、楠元康博、池田安彦、兒玉誠、二階堂猛、竹山司郎、上筋睦雄、浦弘成、林義明

　反対：上平重、邑山初徳、古田一博、小田勝志

※採決時の様子
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農
畜
産
物
処
理
加
工
施
設
の

指
定
管
理
者
に
石
元
淳
平
醸
造

　

農
畜
産
物
処
理
加
工
施
設
の
効

果
的
か
つ
効
率
的
な
管
理
運
営
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
指
定
管

理
者
に
石
元
淳
平
醸
造
を
指
定
し

た
。

　

指
定
管
理
期
間
は
、
令
和
７
年

４
月
１
日
か
ら
令
和
12
年
３
月
31

日
ま
で
。

最
新
鋭
Ｃ
Ｔ
装
置
を
導
入 

　

老
朽
化
に
伴
い
、
鷹
巣
診
療
所

に
最
新
鋭
の
「
全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ

装
置
」
を
導
入
す
る
。
従
来
の
装

置
と
比
べ
、
よ
り
高
精
度
の
画
像

診
断
が
可
能
と
な
り
、
被
ば
く
線

量
も
低
減
さ
れ
る
。

定
数
条
例
の
一
部
を
改
正 

　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
に
派
遣

す
る
職
員
お
よ
び
教
育
委
員
会
学

校
主
事
の
職
員
数
を
次
の
と
お
り

変
更
し
た
。

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
派
遣
職
員

　

26
人　

→　

29
人

教
育
委
員
会　

学
校
主
事

６
人　

→　

３
人

「
道
の
駅
」
指
定
管
理
者
に

㈱
長
島
物
産
館
を
指
定

　

「
ポ
テ
ト
ハ
ウ
ス
望
陽
」「
長
島

物
産
館
」「
農
山
漁
村
体
験
施
設
」

の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
管
理
運

営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
指

定
管
理
者
に
㈱
長
島
物
産
館
を
指

定
し
た
。

　

指
定
管
理
期
間
は
、
３
施
設
と

も
に
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令

和
12
年
３
月
31
日
ま
で
。

商
工
会
補
助
金
増
額
要
望
を

採
択

　

長
島
町
商
工
会
が
各
事
業
を
実

施
す
る
た
め
、
運
営
な
ど
に
必
要

な
令
和
７
年
度
補
助
金
を
30
万
円

増
額
す
る
要
望
書
が
提
出
さ
れ

た
。
町
制
20
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト

定
例
会
で
決
ま
っ
た
こ
と

「
町
民
が
満
足
し
、
納
得
で

き
る
町
づ
く
り
に
取
り
組
む
」

　
令
和
７
年
度
町
長
施
政
方
針

３
月
３
日
、
川
添
健
町
長
は
施
政
方

針
で
、「
子
ど
も
た
ち
が
夢
や
希
望
を

持
ち
続
け
ら
れ
る
ま
ち
」「
近
き
者
喜

び
、
遠
く
よ
り
来
た
る
」
町
民
が
満
足

し
、
納
得
の
で
き
る
町
づ
く
り
に
全
力

で
取
り
組
ん
で
い
く
と
述
べ
た
。

令
和
７
年
度
の
重
点
施
策
と
し
て
、

①
町
立
中
学
校
の
統
合
再
編　

②
獅
子

島
架
橋
の
実
現　

③
人
口
減
少
対
策　

④
ぐ
る
っ
と
一
周
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
の

充
実　

⑤
町
制
施
行
20
周
年
記
念
事
業

の
実
施
の
５
項
目
を
掲
げ
、
新
た
な
課

題
の
解
決
に
努
め
な
が
ら
夢
へ
の
挑
戦

を
継
続
す
る
。
町
民
が
生
活
す
る
中
で

満
足
感
、
充
実
感
を
得
ら
れ
、
誇
り
を

持
て
る
町
づ
く
り
を
具
体
的
に
進
め
て

い
く
と
し
た
。

○
教
育
委
員
会
教
育
委
員

　

久
保　

祐
紀
（
川
床
上
）

　【
任
期
】

　

令
和
７
年
５
月
11
日
か
ら

　

４
年
間

○
農
業
委
員
会
委
員

　

立
野　
　

望
（
山
門
野
）

　

児
玉　

任
光
（
川
床
中
）

　

枦
元　

真
二
（
川
床
下
）

　

海
江
田
美
治
（　

西　

）

　

坂
口　

る
み
（
山　

中
）

　

川　
　
　

一
（
福
ノ
浦
）

　

瀨
戸
口
恭
子
（
浦　

底
）

　

飯
田　

満
穗
（
本　

浦
）

　

池
元　

勇
𠮷
（
片　

側
）

　

山
口　

新
一
（
母
良
木
）

　

有
馬　

清
章
（
蔵
之
元
）

　

脇
田　

恵
子
（
蔵
之
元
）

　

中
村　

雅
洋
（
川　

内
）

　

飯
尾　

輝
伸
（
城
川
内
）

　

𠮷
川　

秀
記
（　

潟　

）

【
任
期
】

　

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら

　

３
年
間

　
　
　
　
　
　

 (

敬
称
略)

 

鷹巣診療所に設置予定のＣＴ装置

川添　健　町長

の
実
施
や
交
流
人
口
の
増
加
を
図

る
活
動
等
の
経
費
と
し
て
、
ま
た

商
工
会
の
活
性
化
の
た
め
必
要
で

あ
る
と
の
観
点
か
ら
採
択
し
た
。
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審議結果一覧　令和７年第１回定例会
　 番号 議案等名  採決結果

議案第12号 令和６年度長島町一般会計補正予算（第11号） 全会一致、可決

議案第13号 令和６年度長島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第14号 令和６年度長島町国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第15号 令和６年度長島町へき地診療施設特別会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第16号 令和６年度長島町介護保険特別会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第17号 令和６年度長島町諸浦港埠頭特別会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第18号 令和６年度長島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 全会一致、可決

議案第19号 令和６年度長島町太陽光発電特別会計補正予算（第１号） 全会一致、可決

議案第20号 令和６年度長島町観光施設特別会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第21号 令和６年度長島町水道事業会計補正予算（第３号） 全会一致、可決

議案第22号 令和６年度長島町簡易水道事業会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第23号 令和６年度長島町集落排水事業会計補正予算（第４号） 全会一致、可決

議案第24号 長島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第25号 長島町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第26号 長島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第27号 長島町定数条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第28号 長島町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第29号 長島町手数料条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第30号 長島町自治公民館等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第31号 長島町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第32号 日本マンダリンセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第33号 長島町水産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第34号 長島町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

議案第35号 長島町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について 全会一致、可決

議案第36号 辺地総合整備計画の変更について 全会一致、可決

議案第37号 長島町獅子島物産館・観光案内所（獅子島屋）の指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第38号 長島町保健福祉センターの指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第39号 長島町在宅介護支援センターの指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第40号 長島町獅子島もくもく館の指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第41号 長島町自治公民館等の指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第42号 長島町農畜産物処理加工施設の指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第43号 長島町畑作農産加工センターの指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第44号 長島町茅屋漁村センターの指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第45号 長島町幣串漁村センターの指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第46号 長島町幣串水産物処理加工施設の指定管理者の指定について 全会一致、可決

議案第47号 長島町特産品直売施設ポテトハウス望陽及び長島物産館並びに長島町農山漁村体

験施設の指定管理者の指定について

賛成多数、可決

議案第48号 令和７年度長島町一般会計予算 全会一致、可決

議案第49号 令和７年度長島町国民健康保険特別会計予算 全会一致、可決

議案第50号 令和７年度長島町国民健康保険診療施設特別会計予算 全会一致、可決

議案第51号 令和７年度長島町へき地診療施設特別会計予算 全会一致、可決

議案第52号 令和７年度長島町介護保険特別会計予算 全会一致、可決

議案第53号 令和７年度長島町諸浦港埠頭特別会計予算 全会一致、可決

議案第54号 令和７年度長島町後期高齢者医療特別会計予算 全会一致、可決

議案第55号 令和７年度長島町太陽光発電特別会計予算 全会一致、可決

議案第56号 令和７年度長島町観光施設特別会計予算 全会一致、可決

議案第57号 令和７年度長島町水道事業会計予算 全会一致、可決

議案第58号 令和７年度長島町簡易水道事業会計予算 全会一致、可決

議案第59号 令和７年度長島町集落排水事業会計予算 全会一致、可決

議案第60号 令和７年度長島町一般会計補正予算（第１号） 全会一致、可決

発委第１号 長島町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について 全会一致、可決

発委第２号 水俣病問題の解決を求める意見書 全会一致、可決

※議事進行を行う議長を除く議員13名で採決
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○国民健康保険特別会計………………1,962,746

○国民健康保険診療施設特別会計………567,490

○へき地診療施設特別会計…………………47,965

○介護保険特別会計……………………1,441,453

○諸浦港埠頭特別会計………………………7,145

○後期高齢者医療特別会計………………177,611

○太陽光発電特別会計 ……………………115,018

○観光施設特別会計………………………139,615

 令和７年度特別会計に係る総額予算 （単位：千円）

 令和７年度公営企業会計に係る予算（単位：千円）

○水道事業会計

◆水道水を作るための収支（収益的収支）

　収益的収入（362,930）、収益的支出（322,430）

◇施設を作るための収支（資本的収支）

　資本的収入（53,000）、資本的支出（179,358）

○簡易水道事業会計

◆水道水を作るための収支（収益的収支）

　収益的収入（60,779）、　収益的支出（62,609）

◇施設を作るための収支（資本的収支）

　資本的収入（105,960）、資本的支出（113,213）

○集落排水事業会計

◆下水の使用に係る収支（収益的収支）

　収益的収入　・農業集落排水事業収益（71,540）

　　　　　　　・漁業集落排水事業収益（51,236）

　収益的支出　・農業集落排水事業費用（77,758）

　　　　　　　・漁業集落排水事業費用（56,094）

◇施設の維持管理に係る収支（資本的収支）

　資本的収入　・農業集落排水事業資本的収入（5,600）

　　　　　　　・漁業集落排水事業資本的収入（なし）

　資本的支出　・農業集落排水事業資本的支出（20,000）

　　　　　　　・漁業集落排水事業資本的支出（10,554）

令和７年度一般会計予算の主な事業費（単位：千円）

町制施行20周年記念事業(式典) ……………4,140

ブライダル推進事業 …………………………2,200

水槽付消防ポンプ車購入……………………82,465

長島造形美術展業務委託料…………………18,000

乗合バス購入費（中型・巡回バス）………26,604

獅子島航路船舶建造補助金…………………30,000

夢追いふるさと長島寄附事業 ……………354,759

長島大陸魅力発見ツアー ……………………3,000

かごしま移住支援事業 ………………………3,156

長島町健康づくり計画（第４次）策定支援業務委託

………2,410

妊婦のための支援給付交付金事業 …………8,250

定額減税調整給付金支給事業………………42,739

老人給食サービス事業費……………………23,373

子ども第三の居場所指定管理委託料 ………9,600

不知火苑改修工事請負費 ……………………8,386

高齢者ごみ出し支援事業 ……………………6,079

鷹巣診療所ＣＴ装置、分包機購入費………43,404

平尾診療所エコー（超音波診断装置）購入費

………2,002

第18回長島おさかな祭り ……………………4,000

汐見漁港整備に係る経費 …………………200,000

太陽の里ピクニック広場法面、草スキー場整備

………10,000

観光スポット整備事業 ………………………5,300

秋の花フェスタ………………………………10,000

農村地域防災減災事業（片側地区）………22,639

中山間地域総合整備事業（長島西部地区）

………100,002

長島フェスタ・マンダリン祭り ……………2,500

鳥獣被害防止施設整備事業費………………22,203

牛肉消費拡大セール、牛どん祭り委託料

………4,500

黒之瀬戸大橋ライトアップ事業 ……………2,500

浄化槽設置等補助金…………………………67,934

長生園屋根防水事業…………………………25,636

スクールバス、ワゴン車購入費……………13,797

学校給食費補助金……………………………48,747

小・中学校学習者用デジタル教科書使用料

………5,973

町民プール塗装改修工事……………………12,100

町道運動場線道路改良………………………50,000

赤字は20周年記念事業

総合運動公園道路改良現場（鷹巣）
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「
目
的
・
計
画
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
」

　
予
算
審
査
で
２
意
見

委
員
会
付
託
案
件

○
議
案
第
48
号

　

一
般
会
計
予
算

○
議
案
第
49
号

　

 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
50
号

　

 

国
民
健
康
保
険
診
療
施
設

　

 

特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
51
号

　

 

へ
き
地
診
療
施
設
特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
52
号

　

 

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
53
号

　

 

諸
浦
港
埠
頭
特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
54
号

 　

後
期
高
齢
者
医
療
特
別

　

 

会
計
予
算

○
議
案
第
55
号

　

 

太
陽
光
発
電
特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
56
号

　

 

観
光
施
設
特
別
会
計
予
算

○
議
案
第
57
号

 　

水
道
事
業
会
計
予
算

○
議
案
第
58
号

　

簡
易
水
道
事
業
会
計
予
算

○
議
案
第
59
号

　

集
落
排
水
事
業
会
計
予
算

○
議
案
第
48
号

▼
企
画
財
政
課

Ｑ
．
乗
合
バ
ス
、
巡
回
バ

ス
の
有
償
化
の
時
期
お
よ

び
料
金
は
。

Ａ
．
乗
合
バ
ス
は
10
月
に

有
償
化
を
行
い
、
利
用
料

金
は
今
後
の
交
通
会
議
で

決
定
す
る
。
併
せ
て
、
巡

回
バ
ス
も
10
月
か
ら
有
償

化
を
目
指
す
。

Ｑ
．
離
島
航
路
船
舶
建
造

補
助
金
の
詳
細
を
。

Ａ
．
獅
子
島
汽
船
の
建
造

費
２
億
円
の
う
ち
、
15
％

の
３
０
０
０
万
円
が
町
の

単
独
補
助
。

▼
総
務
課

Ｑ
．
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ

車
の
規
格
は
。

Ａ
．
長
島
分
遣
所
に
あ
る

タ
ン
ク
車
よ
り
一
回
り
小

さ
く
、
機
動
性
を
向
上
さ

せ
る
も
の
で
、
１
２
０
０

㍑
の
水
槽
を
搭
載
す
る
車

両
重
量
７
・
３
㌧
未
満
の

消
防
車
両
で
あ
る
。

Ｑ
．
ブ
ラ
イ
ダ
ル
推
進
事

業
２
２
０
万
円
の
内
容

は
。

Ａ
．
商
工
会
や
漁
協
、
建

友
会
の
各
種
団
体
な
ど
へ

補
助
金
を
交
付
し
、
少
人

数
制
の
同
じ
メ
ン
バ
ー
で

継
続
的
に
行
え
る
イ
ベ
ン

ト
を
検
討
中
。

▼
地
方
創
生
課

Ｑ
．
地
方
創
生
事
業
費
の

昨
年
の
実
績
と
費
用
弁
償

に
つ
い
て
。

Ａ
．
令
和
６
年
８
月
８
日

に
、
長
島
大
陸
み
ら
い
創

生
研
究
所
を
立
ち
上
げ
、

毎
月
１
回
の
研
究
会
を
実

施
し
て
い
る
。
令
和
７
年

度
予
算
３
０
０
万
円
は
研

究
会
の
開
催
日
数
を
増
や

し
、
慶
應
義
塾
大
学
の
教

授
や
助
手
を
招
く
費
用
弁

償
費
。

▼
水
道
課

Ｑ
．
浄
化
槽
設
置
等
補
助

金
で
、予
定
設
置
数
73
基
、

撤
去
数
７
基
と
な
っ
て
い

る
理
由
は
。

Ａ
．
新
築
の
場
合
は
設
置

の
み
と
な
る
た
め
、
撤
去

数
と
の
差
が
生
じ
る
。

▼
建
設
課

Ｑ
．
獅
子
島
地
区
の
町
道

改
良
事
業
に
係
る
用
地
買

収
の
進
捗
状
況
と
、
令
和

７
年
度
の
物
件
移
転
の
棟

数
は
。

Ａ
．
令
和
６
年
度
用
地
取

得
率
は
１
・
８
％
。
７
年

度
の
物
件
移
転
は
、
御
所

ノ
浦
片
側
線
、
幣
串
湯
ノ

口
線
の
両
路
線
と
も
に
倉

庫
１
棟
ず
つ
を
予
定
し
て

い
る
。

Ｑ
．
危
険
空
き
家
住
宅
解

体
撤
去
事
業
の
実
績
は
。

Ａ
．
令
和
６
年
度
は
12
棟

を
解
体
し
た
。
解
体
申
請

残
棟
数
は
24
棟
で
、
う
ち

10
棟
を
７
年
度
中
に
解
体

す
る
予
定
で
、
申
請
数
が

多
い
こ
と
か
ら
解
体
ま
で

２
～
３
年
程
度
要
す
る
見

込
み
。

▼
学
校
教
育
課

Ｑ
．
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
活
動
体
制
整
備
事
業
と

中
学
校
部
活
動
指
導
員
配

置
支
援
事
業
の
違
い
は
。

Ａ
．
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
整

備
事
業
は
、
教
員
が
行
っ

て
い
る
部
活
動
の
指
導
を

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
代
替

さ
せ
て
い
く
事
業
、
中
学

校
部
活
動
指
導
員
配
置
事

業
は
、
中
学
校
に
部
活
動

指
導
員
を
配
置
し
、
指
導

や
大
会
引
率
な
ど
行
う
事

業
。

▼
福
祉
事
務
所

Ｑ
．
民
生
委
員
児
童
委
員

協
議
会
の
在
籍
人
数
と
、

報
酬
額
は
。

Ａ
．
民
生
委
員
36
名
、
主

任
児
童
委
員
２
名
の
計
38

名
で
活
動
し
て
い
る
。
活

動
に
係
る
手
当
と
し
て
、

鹿
児
島
県
か
ら
一
人
当
た

り
年
額
６
万
２
０
０
円
支

給
さ
れ
、
毎
月
１
回
の
定

例
会
に
お
け
る
日
当
の
ほ

か
、
実
費
費
用
弁
償
を
支

給
し
て
い
る
。

▼
農
政
課

Ｑ
．
マ
ン
ダ
リ
ン
セ
ン

予
算
審
査
特
別
委
員
会

委
員
長　

浦　

弘
成
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汐見漁港整備（令和11年度完成予定）

整備予定の草スキー場

▼
社
会
教
育
課

Ｑ
．
長
島
一
周
駅
伝
特
番

制
作
放
送
の
内
容
は
。

Ａ
．
密
着
取
材
を
行
い
、

選
手
の
練
習
風
景
や
大
会

当
日
の
様
子
を
撮
影
し
、

制
作
す
る
予
定
。

▼
介
護
環
境
課

Ｑ
．
高
齢
者
ご
み
出
し
支

援
事
業
は
、
高
齢
者
以
外

の
方
も
対
象
に
で
き
な
い

か
。

Ａ
．
介
護
認
定
者
や
独
居

高
齢
者
、
体
が
不
自
由
な

方
が
対
象
と
な
る
。
け
が 老朽化により藻が付着した町民プール

タ
ー
施
設
管
理
委
託
料
の

内
訳
は
。

Ａ
．
令
和
６
年
度
の
決
算

見
込
額
を
も
と
に
、
令
和

７
年
度
の
人
件
費
に
つ
い

て
、
常
駐
者
１
名
と
管
理

者
１
名
を
配
置
。
光
熱
水

費
お
よ
び
保
守
点
検
費
は

前
年
度
よ
り
２
・
４
％
程

度
の
上
昇
を
見
込
み
、
そ

の
他
、
令
和
７
年
度
の
利

用
料
と
施
設
の
維
持
に
必

要
な
経
費
の
積
み
上
げ
を

行
い
、
８
３
３
万
５
千
円

を
計
上
し
た
。

▼
教
育
総
務
課

Ｑ
．
学
校
主
事
の
予
算
に

つ
い
て
詳
細
を
。

Ａ
．
小
学
校
の
学
校
主
事

は
再
任
用
職
員
３
名
と
会

計
年
度
任
用
職
員
３
名
の

合
計
６
名
で
、
中
学
校
は

職
員
１
名
、
会
計
年
度
任

用
職
員
４
名
の
合
計
５
名

で
あ
る
。
ま
た
、
獅
子
島

小
中
学
校
は
併
任
で
あ

り
、
中
学
校
予
算
で
計
上

し
て
い
る
。

◎
付
帯
意
見

◆
マ
ン
ダ
リ
ン
セ
ン

タ
ー
の
指
定
管
理
施
設

に
つ
い
て
は
、
地
方
創

生
課
所
管
の
関
連
事
業

も
含
め
、
目
的
お
よ
び

協
定
の
内
容
な
ど
、
公

の
施
設
と
し
て
業
務
評

価
基
準
の
見
直
し
を
検

討
す
る
べ
き
。
ま
た
、

変
更
し
た
事
業
内
容
は

町
民
へ
公
表
し
、
広
く

周
知
を
図
る
べ
き
で
あ

る
。

◆
太
陽
の
里
ピ
ク
ニ
ッ

ク
広
場
の
草
ス
キ
ー
場

の
整
備
や
サ
ン
セ
ッ
ト

の
丘
人
工
芝
張
り
工
事

に
つ
い
て
は
、
計
画
ビ

ジ
ョ
ン
が
定
ま
っ
て
い

な
い
。
今
後
は
、
将
来

を
見
据
え
た
事
業
計
画

を
策
定
し
、
利
用
す
る

町
民
や
観
光
客
の
目
線

に
立
っ
て
、
円
滑
な
事

業
を
執
行
さ
れ
た
い
。

※
委
員
会
の
審
査
報
告
は
、　

　

質
疑
の
あ
っ
た
主
な
議
案
の
み

　

審
査
順
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

を
さ
れ
た
方
な
ど
に
つ
い

て
は
、
他
市
町
村
を
参
考

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

▼
水
産
景
観
課

Ｑ
．
汐
見
漁
港
の
整
備
内

容
と
完
成
年
度
は
。

Ａ
．
防
波
堤
整
備
を
令
和

７
～
９
年
度
、
防
砂
堤
整

備
を
令
和
８
～
９
年
度
、

浮
桟
橋
整
備
を
令
和
10
～

11
年
度
で
計
画
し
、
す
べ

て
を
令
和
11
年
度
に
完
成

さ
せ
る
予
定
。

▼
耕
地
林
務
課

Ｑ
．
森
林
国
営
保
険
加
入

面
積
の
う
ち
、
標
準
伐
期

齢
の
面
積
は
。
ま
た
、
入

会
林
野
整
備
事
業
は
ど
こ

の
地
区
を
計
画
し
て
い
る

の
か
。

Ａ
．
保
険
に
加
入
し
て
い

る
町
有
林
面
積
は
３
８

３
・
２
７
㌶
で
、
う
ち
標

準
伐
期
適
齢
面
積
は
３
２

５
㌶
。全
体
の
８
４
・
８
％

で
あ
る
。
令
和
７
年
度
の

入
会
林
野
で
整
備
す
る
地

区
は
、
獅
子
島
地
区
を
対

象
と
し
て
い
る
。

▼
町
民
保
健
課

Ｑ
．
妊
婦
の
た
め
の
支
援

給
付
交
付
金
事
業
に
つ
い

て
、
年
間
出
生
数
は
。

Ａ
．
令
和
５
年
度
の
出
生

数
は
64
名
。
令
和
６
年
度

は
概
算
で
42
名
。

○
議
案
第
50
号

▼
診
療
所

Ｑ
．
令
和
７
年
度
か
ら
平

尾
診
療
所
が
民
営
か
ら
町

営
に
変
わ
る
が
、
条
例
改

正
の
必
要
は
な
い
か
。
ま

た
、
診
療
代
は
変
更
さ
れ

る
の
か
。

Ａ
．
現
段
階
で
の
条
例
改

正
は
必
要
な
い
が
、今
後
、

鷹
巣
診
療
所
と
経
営
が
一

本
化
さ
れ
る
場
合
は
改
正

が
必
要
と
な
る
。
診
療
代

は
全
国
一
律
の
診
療
報
酬

で
算
定
す
る
た
め
、
変
わ

り
は
な
い
。

○
議
案
第
59
号

▼
水
道
課

Ｑ
．
関
東
で
下
水
道
管
の

劣
化
に
よ
る
事
故
が
起
き

て
い
る
が
、
本
町
の
集
落

排
水
管
の
点
検
状
況
は
。

Ａ
．
１
年
に
１
度
、
管
路

清
掃
と
排
水
管
に
カ
メ
ラ

を
入
れ
て
点
検
を
行
っ
て

い
る
。
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町政を問う
一般質問

一般質問とは…

　各議員が住民の代表として、

町の行財政全般にわたり、事務

の執行状況や将来に対する方針

を聞き、町当局の考え方や疑問

をただすこと。

単に疑問をはらし、事実関係

を明らかにするだけではなく、

現行政策の見直しや新規政策を

提言するなど、議員の重要な活

動である。

令和７年第１回定例会（３月）

では次の４人の議員が質問した。

１　竹
たけやま

山　司
しろう

郎（９ページ）

　

　・鳥獣害防止施設整備事業について

　・有害鳥獣捕獲について

４　古
ふるた

田　一
かずひろ

博（12ページ）

　・子ども食堂に光を

　・景観について

　・文化遺産の指江古墳の整備を

３　上
かみすじ

筋　睦
むつお

雄（11ページ）

　

　・中学校の統合再編に関して

　・町内水道水からのＰＦＡＳ検出事案

　　現況及び処置は

　・北薩３消防本部指令センターの

　　同時多発広域災害への対応

　・教育施策の機会均等

　・公共建築物の処理

２　上
かみひら

平　重
おもし

（10ページ）

　・令和７年度施政方針について問う

一般質問の内容を視聴できます。
詳しく知りたい方は、議員の顔写真

の下にあるＱＲコードをスマートフォン
などで読み取ってください。
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竹
山　

司
郎　

議
員

農家の苦労を無にするバレイショ畑一面の被害（加世堂地区）

イノシシによって、掘り返されたバレイショ畑（伊唐地区）

イノシシの侵入被害を受けたマルチ
フィルムの破れ(伊唐地区)

竹
山　

イ
ノ
シ
シ
用
電
気

柵
の
購
入
先
は
、
農
協
と

指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
他

の
事
業
所
か
ら
見
積
り
徴

収
や
購
入
を
可
能
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
。

町
長　

農
協
以
外
か
ら
の

見
積
り
徴
収
や
購
入
に
つ

い
て
は
、
長
島
町
イ
ノ
シ

シ
等
被
害
防
止
事
業
実
施

要
領
に
基
づ
き
、
見
積
書

や
設
置
位
置
等
図
面
の
提

出
が
あ
れ
ば
、
農
協
以
外

の
事
業
所
に
お
い
て
も
購

入
可
能
で
あ
る
。

鳥獣保護区域の見直しは

令和８年度中に行う答

鳥
獣
害
防
止
施
設
整

備
事
業

竹
山　

イ
ノ
シ
シ
な
ど
に

よ
る
農
作
物
の
被
害
が
絶

え
な
い
中
、
本
町
の
猟
友

会
員
の
減
少
や
高
齢
化
が

動画は
コチラ

　

た
け
や
ま　

し
ろ
う

有
害
鳥
獣
捕
獲
お
よ

び
保
護
区（
禁
猟
区
）

の
指
定
期
間
は

進
行
し
て
い
る
。
他
市
町

村
の
猟
友
会
の
狩
猟
を
許

可
し
、
協
力
を
得
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
。

町
長　

他
の
市
町
村
の
猟

友
会
の
狩
猟
を
許
可
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
有
害

鳥
獣
の
捕
獲
を
行
う
場

合
、
一
般
捕
獲
に
よ
る
捕

獲
許
可
申
請
書
を
町
に
提

出
す
れ
ば
、
書
類
審
査
お

よ
び
現
地
調
査
の
結
果
に

よ
り
許
可
を
出
す
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
県
道
か
ら

上
の
区
域
は
保
護
区
に
な

る
た
め
、
法
人
駆
除
が
対

象
と
な
る
。

竹
山　

鳥
獣
保
護
区
域

（
禁
猟
区
）
の
見
直
し
が

10
年
に
１
度
行
わ
れ
る

が
、
現
在
何
年
目
か
。

町
長　

現
在
の
保
護
区
間

は
、
平
成
30
年
11
月
１
日

か
ら
令
和
10
年
10
月
31
日

ま
で
の
10
年
間
が
指
定
さ

れ
て
い
る
。
計
画
の
見
直

し
は
、
令
和
８
年
度
中
に

行
わ
れ
る
予
定
。

竹
山　

鳥
獣
保
護
区
域
を

見
直
し
、
町
外
の
方
の
協

力
を
も
ら
っ
て
、
イ
ノ
シ

シ
を
減
ら
せ
る
よ
う
な
対

策
は
考
え
て
い
な
い
か
。

町
長　

令
和
８
年
度
中
に

区
域
の
見
直
し
を
行
い
、

周
知
期
間
な
ど
を
設
け
た

後
、
令
和
10
年
11
月
１
日

か
ら
新
た
な
保
護
区
の
運

用
を
行
う
。
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上
平　

重　

議
員

天草市に開校予定の多様化学校
「天草こざとこ学園中学校」

五島市で潮流発電の実証実験を
行う九電みらいエナジー㈱

答

中学校再編は、
９月議会上程か？

事務手続きが済み次第早くした方がよい！

動画は
コチラ

　
　

か
み
ひ
ら　

お
も
し

迅
速
な
学
校
施
設
整

備
と
は

上
平　

学
校
の
迅
速
な
施

設
整
備
は
、
中
学
校
の
場

所
が
決
ま
ら
な
け
れ
ば
、

次
の
小
学
校
も
で
き
な
い

と
い
う
の
が
課
題
で
あ
る

と
思
う
。
中
学
校
再
編
は

速
や
か
に
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
が
。

町
長　

教
育
に
最
重
点
を

置
く
べ
き
だ
と
重
々
承
知

し
て
い
る
。
中
学
校
が
決

ま
り
次
第
、
小
学
校
の
問

題
も
含
め
た
長
島
中
学
校

を
活
用
す
る
の
か
、
城
川

内
小
学
校
を
ど
う
す
る
の

か
、
同
時
並
行
に
な
る
く

ら
い
の
気
持
ち
を
持
っ
て

い
る
。
議
会
も
ス
ピ
ー
ド

感
を
上
げ
て
い
た
だ
け
れ

ば
有
り
難
い
。

人
口
減
対
策
は

上
平　

人
口
減
を
食
い
止

め
る
具
体
策
は
何
か
。

※

Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
（
リ
ー
サ

ス
）
の
動
態
分
析
か
ら
、

長
島
町
は
出
水
市
や
阿
久

根
市
へ
の
人
口
が
流
出
し

て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
先

女
性
の
人
口
減
が
顕
著
で

あ
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る

が
、
施
策
を
打
つ
必
要
が

あ
る
の
で
は
。

町
長　

子
ど
も
・
子
育
て

の
長
島
モ
デ
ル
と
し
て
、

子
ど
も
・
子
育
て
基
金
設

立
を
考
え
て
い
る
。
長
島

町
は
ふ
る
さ
と
景
観
基
金

を
創
設
し
、
町
の
景
観
・

道
路
管
理
の
好
事
例
が
あ

る
。
ふ
る
さ
と
納
税
を
活

用
し
て
実
施
し
た
い
。
子

ど
も
施
策
や
女
性
へ
の
施

策
含
め
ぜ
ひ
議
会
か
ら
提

案
を
お
願
い
し
た
い
。

引
き
こ
も
り
、
不
登

校
へ
の
対
応
策
は
。

学
び
の
多
様
化
学
校
を

上
平　

県
で
は
、
約
５
８

０
０
人
の
不
登
校
の
子
ど

も
が
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
町
の
引
き
こ
も

り
、
不
登
校
の
状
況
は
何

人
か
。
そ
の
対
応
策
は
。

町
長　

成
人
の
引
き
こ
も

り
は
15
人
と
把
握
し
て
い

る
。
対
応
策
は
個
々
に

合
っ
た
支
援
方
針
を
立

て
、
専
門
の
相
談
員
に
よ

る
巡
回
相
談
を
実
施
し
て

い
る
。

上
平　

天
草
市
に
廃
校
を

利
用
し
た
学
び
の
多
様
化

学
校
が
開
設
予
定
で
あ

る
。
本
町
で
も
福
祉
の
町

と
し
て
、
一
人
も
取
り
残

さ
な
い
多
様
化
学
校
の
設

立
を
提
案
し
た
い
。

町
長　

こ
の
件
も
含
め
子

ど
も
・
子
育
て
基
金
が
必

要
で
あ
る
。
皆
さ
ま
の
意

見
を
聞
き
な
が
ら
施
策
に

反
映
で
き
る
状
況
を
作
り

た
い
。

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
潮

流
発
電
に
つ
い
て

上
平　

九
州
電
力
み
ら
い

エ
ナ
ジ
ー
㈱
が
長
崎
県
五

島
市
で
潮
流
発
電
の
実
証

実
験
を
行
っ
て
い
る
。
資

※
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ（
リ
ー
サ
ス
）

　

政
府
が
提
供
す
る
人
口

動
態
や
産
業
の
強
み
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ッ
ク
デ
ー

タ
を
可
視
化
し
た
シ
ス
テ

ム
。

料
に
よ
る
と
、
長
島
海
峡

も
潮
流
発
電
の
候
補
地
と

し
て
可
能
性
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
今
後
、
実
用

化
に
向
け
た
ク
ラ
ス
タ
ー

（
集
合
）
実
験
な
ど
、
ぜ

ひ
本
町
も
候
補
地
と
し

て
、
手
を
挙
げ
て
い
く
こ

と
を
提
案
す
る
。

町
長　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ

い
て
は
興
味
が
あ
る
。
薄

井
の
東
町
漁
協
の
加
工
施

設
で
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
実
証
実
験
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
面
白
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
誕
生
し
、
新
し

い
企
業
も
誕
生
す
る
の
で

は
と
思
う
。
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上
筋　

睦
雄　

議
員

老朽化による表面破損部
（旧唐隈公民館）

PTAの不安、意見等調査中答

上
筋　

法
的
根
拠
・
目
的
・

「
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
」

と
は
。

町
長　

義
務
教
育
諸
学
校

等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
４
条
第
１
項
第
１
号
で

は
、
中
学
校
の
適
正
な
規

模
、
お
お
む
ね
12
学
級
か

ら
18
学
級
で
あ
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
施
設

整
備
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、

統
合
後
の
子
ど
も
た
ち
へ

の
ケ
ア
な
ど
子
ど
も
第
一

の
考
え
で
進
め
て
い
き
た

い
。

中
学
校
の
統
合
再
編

教育は、長島100年の
大事

上
筋　

統
合
・
再
編
の
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
、
住
民
の

同
意
、
賛
同
は
得
た
か
。

再
編
後
の
子
ど
も
た
ち
の

学
力
・
体
力
・
精
神
面
へ

の
ケ
ア
は
。

町
長　

住
民
説
明
会
を
実

施
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
不
安
の
声

を
踏
ま
え
意
向
な
ど
調
査

中
。

上
筋　

統
合
・
再
編
を
前

提
に
し
た
学
校
間
の
交
流

授
業
や
行
事
な
ど
は
行
っ

た
か
。
生
徒
の
反
応
、
所

見
は
。

町
長　

学
校
間
の
交
流
は

な
い
。
部
活
動
の
練
習
の

み
。

上
筋　

「
長
島
町
立
学
校

再
編
だ
よ
り
令
和
５
年
10

月
号
７
ペ
ー
ジ
に
小
中
一

貫
校
や
義
務
教
育
学
校
に

つ
い
て
も
検
討
し
ま
す
」

と
あ
る
。
現
況
は
。
中
高

一
貫
校
の
検
討
は
。

町
長　

現
在
、
小
中
一
貫

校
の
検
討
は
な
い
。
本
町

で
の
中
高
一
貫
校
の
設
置

は
難
し
い
。

上
筋　

教
育
は
長
島
１
０

０
年
の
大
事
、
長
島
で
し

か
で
き
な
い
、
長
島
だ
か

ら
で
き
る
学
び
舎
、
長
島

健
児
の
育
つ
教
育
ビ
ジ
ョ

ン
、
建
学
の
精
神
な
ど
ソ

フ
ト
面
の
検
討
も
必
要
。

現
在
経
済
主
導
、
ハ
ー
ド

の
み
。

上
筋　

身
体
、
健
康
へ
の

影
響
、
検
出
水
の
現
供
給

地
区
へ
の
処
置
は
。

町
長　

内
閣
府
の
定
め
た

基
準
１
㍑
当
た
り
50
㌨
㌘

以
下
で
あ
り
、
健
康
へ
の

悪
影
響
は
な
い
。
定
期
水

質
検
査
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
続
行
す
る
ほ
か
、
新
た

な
水
源
の
開
発
も
行
い
運

用
し
て
い
く
。

動画は
コチラ

　

か
み
す
じ　

む
つ
お

水
道
水
か
ら
の

Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
検
出

北
薩
３
消
防
本
部
指

令
セ
ン
タ
ー

上
筋　

北
薩
３
消
防
本
部

指
令
セ
ン
タ
ー
は
同
時
・

広
域
発
災
、
原
発
事
故
な

ど
に
対
し
て
、
長
島
の
安

全
を
担
保
で
き
る
か
。
長

島
町
の
通
信
指
令
機
能
は

維
持
す
べ
き
で
は
。
総
合

運
動
公
園
の
防
災
拠
点
機

能
整
備
は
。

町
長　

全
事
象
に
通
信
指

令
業
務
を
継
続
で
き
る
対

策
を
講
じ
て
い
る
。
長
島

町
の
通
信
指
令
機
能
の
維

持
は
二
重
投
資
に
な
る
。

総
合
運
動
公
園
は
※

ス

フ
ィ
ア
基
準
を
目
安
に
、

防
災
対
策
に
取
り
組
む
。

上
筋　

給
食
費
、
高
校

授
業
料
無
料
の
今
日
、
福

祉
の
ま
ち
の
福
祉
の
在
り

給
食
費
、
高
校
授
業

料
無
償
化

上
筋　

老
朽
化
し
た
公
共

建
築
物
は
表
面
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
片
が
剥
が
れ
落
ち

る
こ
と
が
あ
り
、
危
険
家

屋
に
匹
敵
す
る
。
早
急
の

対
処
を
。

町
長　

譲
渡
、
解
体
な
ど

安
全
第
一
で
適
切
に
対
処

す
る
。

老
朽
化
し
た
公
共
建

築
物
の
処
理

方
。「
配
達
す
る
福
祉
」
に

替
え
て
い
く
べ
き
で
は
。

町
長　

公
共
の
仕
事
・
福

祉
は
、
や
は
り
自
助
、
共

助
、
公
助
の
順
と
思
慮
す

る
。

※
ス
フ
ィ
ア
基
準

　

被
災
者
の
権
利
と
被
災
者
支
援
の

最
低
基
準
を
定
め
た
国
際
基
準
。
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古
田　

一
博　

議
員

食材保管場所の候補地となる消防拠点施設

県が測量調査した指江古墳周辺

石張り未整備の法面（汐見地区）

県内の子ども食堂の推移

46
62

75

119

149

196
[団体数]

答

子ども食堂に光を

食材の保管場所も含め、
指江支所裏の消防拠点が利用可能

指
江
古
墳
周
辺
の
環

境
整
備
と
県
の
調
査

状
況
は

動画は
コチラ

　

ふ
る
た　
　

か
ず
ひ
ろ

子
ど
も
食
堂
に
光
を

古
田　

鹿
児
島
県
下
で

は
、
子
ど
も
食
堂
の
認
知

度
が
高
く
令
和
元
年
の
46

グ
ル
ー
プ
か
ら
、
令
和
６

年
は
１
９
６
グ
ル
ー
プ
に

増
加
し
て
い
る
。

①
近
隣
市
町
の
支
援
内
容

は
。

②
町
と
し
て
の
支
援
策

は
。

町
長　

①
直
接
の
補
助
は

行
っ
て
な
い
が
、
ほ
と
ん

ど
の
子
ど
も
食
堂
が
鹿
児

島
県
子
ど
も
食
堂
登
録
制

度
に
登
録
し
、
県
の
補
助

金
を
受
け
て
開
設
し
て
い

る
。

②
本
町
で
は
、
令
和
４
年

に
長
島
町
ひ
と
り
親
寡
婦

福
祉
会
が
企
画
し
「
み
ん

な
の
食
堂
」
を
開
設
。
直

接
の
補
助
は
な
く
、
福
祉

団
体
育
成
支
援
と
し
て
、

補
助
を
行
っ
て
い
る
。

福
祉
事
務
所
長　

食
材
の

保
管
場
所
と
し
て
、
指
江

支
所
裏
の
消
防
拠
点
施
設

の
利
用
が
可
能
で
あ
る
。

指
江
支
所
の
敷
地
内
で
あ

り
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
も
あ

り
、
子
ど
も
食
堂
が
開
催

さ
れ
る
の
は
給
食
の
な
い

土
日
で
あ
る
。
役
場
は
閉

庁
日
で
あ
る
た
め
、
車
の

往
来
も
な
く
子
ど
も
た
ち

が
安
全
に
遊
ぶ
こ
と
も
で

き
る
。
１
階
に
図
書
館
も

あ
り
、
商
店
も
近
く
食
材

購
入
に
も
便
利
で
あ
る
。

こ
こ
が
拠
点
に
な
れ
ば
、

各
地
区
で
の
子
ど
も
食
堂

が
活
動
し
や
す
く
継
続
で

き
る
。

国
道
３
８
９
号
線
の

法
面
に
石
張
り
を

古
田　

上
り
浜
公
園
か
ら

汐
見
間
の
法
面
の
一
部
分

が
手
付
か
ず
の
状
態
で
あ

る
。
早
急
に
法
面
に
石
張

り
を
す
る
考
え
は
な
い
か
。

建
設
課
長　

県
担
当
者
と

一
緒
に
現
地
を
見
て
、
県

の
事
業
で
何
ら
か
の
対
策

が
で
き
な
い
か
要
望
す

る
。
ぐ
る
っ
と
一
周
フ
ラ

ワ
ー
ロ
ー
ド
の
さ
ら
な
る

充
実
が
図
れ
る
よ
う
に
努

め
る
。

古
田　

指
江
古
墳
周
辺
を

含
め
た
環
境
整
備
と
以

前
、
県
に
調
査
依
頼
し
た

進
捗
状
況
は
。

町
長
　
国
道
か
ら
の
取
り

付
け
道
路
な
ど
含
め
て
、

積
極
的
に
取
り
組
む
。

社
会
教
育
課
長　

平
成
30

年
に
鹿
児
島
県
指
定
文
化

財
保
護
事
業
に
よ
り
測
量

調
査
を
行
い
、
令
和
３
年

度
か
ら
県
文
化
財
課
へ
整

備
の
要
望
を
し
て
い
る
。
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議
案
９
件
、
陳
情
１
件
を
審
査

総
務
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長　

兒
玉　

誠

委
員
会
付
託
案
件

○
議
案
第
24
号

　

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特

　

定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

　

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
25
号

　

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

　

護
審
査
会
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
26
号

　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

　

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
27
号

　

定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
35
号

　

老
人
憩
の
家
の
設
置
及
び

　

管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃

　

止
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
36
号

　

辺
地
総
合
整
備
計
画
の
変

　

更
に
つ
い
て

○
議
案
第
37
号

　

獅
子
島
物
産
館
・
観
光
案

　

内
所
（
獅
子
島
屋
）
の
指

　

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

○
議
案
第
38
号

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指

○
議
案
第
24
号

▼
総
務
課

Ｑ
．改
正
内
容
の
説
明
を
。

Ａ
．
国
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
に
新
し
く
カ
ー
ド
代
替

電
磁
的
記
録
の
規
定
が
新

し
く
追
加
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
町
の
条
例
を
改
正
す

る
も
の
。

○
議
案
第
26
号

▼
総
務
課

Ｑ
．
子
ど
も
の
看
護
休
暇

等
は
、
安
心
し
て
子
ど
も

を
産
み
育
て
る
環
境
の
義

務
化
が
必
要
で
は
な
い

か
。

Ａ
．
対
象
と
な
る
職
員
に

周
知
徹
底
し
た
い
。

○
議
案
第
27
号

▼
総
務
課

Ｑ
．
消
防
本
部
川
内
指
令

セ
ン
タ
ー
運
用
に
伴
う
、

適
正
人
数
及
び
仮
運
用
の

現
状
は
。

Ａ
．
適
正
人
数
に
つ
い
て

は
、
運
用
後
の
見
極
め
が

必
要
。
仮
運
用
以
降
は
、

直
ち
に
現
場
特
定
が
で
き

る
こ
と
か
ら
、
救
急
現
場

へ
の
到
着
時
間
短
縮
を
実

感
し
て
い
る
。

Ｑ
．
合
併
後
に
定
数
条
例

を
何
度
改
定
し
て
い
る

か
。
ま
た
、
現
在
の
職
員

実
数
、
及
び
条
例
定
数
は

何
人
か
。

Ａ
．
定
数
条
例
の
改
定
は

な
い
。
現
在
の
職
員
実
数

は
１
７
０
人
で
、
定
数
条

例
で
は
２
３
１
人
。

○
議
案
第
36
号

▼
企
画
財
政
課

Ｑ
．
平
尾
東
部
辺
地
の
町

道
浦
汐
屋
茅
屋
線
、
茅
屋

口
之
福
浦
線
の
２
路
線
は

今
年
度
で
完
了
予
定
か
。

Ａ
．
２
路
線
に
つ
い
て
は

令
和
７
年
度
以
降
も
継
続

す
る
。

○
議
案
第
37
号

▼
企
画
財
政
課

Ｑ
．
指
定
管
理
期
間
の
５

年
間
で
町
か
ら
の
指
導

は
。
ま
た
、
な
ぜ
公
募
に

よ
ら
な
い
も
の
か
。

Ａ
．
委
託
料
等
の
実
績
報

告
を
基
に
確
認
し
て
お

り
、
運
営
状
況
は
随
時
把

握
し
て
い
る
。
公
募
に
よ

ら
な
い
の
は
、
施
設
の
性

格
上
、
地
域
の
運
営
と
し

た
い
た
め
。

○
議
案
第
35
号

▼
福
祉
事
務
所

Ｑ
．
跡
地
の
活
用
は
。

Ａ
．
条
例
廃
止
後
は
行
政

財
産
か
ら
普
通
財
産
に
な

る
た
め
、
企
画
財
政
課
所

管
で
の
対
応
と
な
る
。

○
議
案
第
38
号
・
39
号

▼
福
祉
事
務
所

Ｑ
．
両
施
設
と
も
決
算
書

の
提
示
は
あ
る
か
。ま
た
、

監
査
体
制
は
把
握
し
て
い

る
か
。

Ａ
．
指
定
管
理
の
申
請
時

に
決
算
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
お
り
、
監
査
は
、
監

事
が
行
っ
て
い
る
。

　

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

○
議
案
第
39
号

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

　

つ
い
て

○
陳
情
第
２
号

　

水
俣
病
の
早
期
解
決
を
国

　

へ
要
望
す
る
意
見
書
の
採

　

択
を
求
め
る
陳
情
書

◎
陳
情
第
２
号

水
俣
病
の
早
期
解
決
を
国

へ
要
望
す
る
意
見
書
の
採

択
を
求
め
る
陳
情
書

▼
賛
成
討
論

●
水
俣
病
問
題
は
未
だ
に

救
済
を
求
め
る
人
た
ち
が

後
を
た
た
ず
、
水
俣
病
被

害
者
に
対
し
て
、
国
は
現

状
を
真
摯
に
受
け
止
め
一

日
も
早
く
解
決
す
る
べ
き

問
題
と
し
て
、
こ
の
陳
情

書
は
採
択
す
べ
き
。

●
本
町
で
も
、
水
俣
病
相

談
窓
口
設
置
事
業
、
水
俣

病
総
合
対
策
医
療
事
業
等

実
施
し
て
お
り
、
こ
の
陳

情
書
は
採
択
す
べ
き
。

※
委
員
会
の
審
査
報
告
は
、

　

質
疑
の
あ
っ
た
主
な
議
案
の

　

み
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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議
案
15
件
、
陳
情
１
件
を
審
査

建
設
経
済
文
教
常
任
委
員
会

委
員
長　

池
田　

安
彦

委
員
会
付
託
案
件

○
議
案
第
28
号

　

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に

　

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
29
号

　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
30
号

　

自
治
公
民
館
等
の
設
置
及

　

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

　

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

　

つ
い
て

○
議
案
第
31
号

　

農
畜
産
物
処
理
加
工
施
設

　

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
32
号

　

日
本
マ
ン
ダ
リ
ン
セ
ン
タ
ー

　

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
33
号

　

 

水
産
物
処
理
加
工
施
設
の

　

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

　

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例
に
つ
い
て

○
議
案
第
34
号

　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
条

　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　

例
に
つ
い
て

○
議
案
第
28
号

▼
農
業
委
員
会

Ｑ
．
農
業
委
員
報
酬
の
引

き
上
げ
率
の
根
拠
は
。

Ａ
．
本
町
の
農
業
委
員
報

酬
は
、北
薩
管
内
で
20
％
、

類
似
団
体
よ
り
24
％
低

く
、
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
は
北
薩
管
内
で

１
・
６
％
、
類
似
団
体
よ

り
15
％
低
い
状
況
と
な
っ

て
お
り
、
類
似
団
体
並
み

に
引
き
上
げ
る
も
の
。

○
議
案
第
29
号

▼
建
設
課

Ｑ
．
盛
土
規
制
の
申
請
件

数
は
何
件
程
度
を
想
定
し

て
い
る
か
。
ま
た
規
制
の

区
分
け
は
ど
こ
が
行
っ
た

の
か
。

Ａ
．
県
が
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
た
結
果
、

本
町
で
は
月
に
１
件
程
度

の
申
請
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
公
共
事
業
は
対
象

と
な
ら
な
い
た
め
、
盛
土

の
高
さ
が
１
㍍
を
超
え
た

り
、
面
積
が
５
０
０
平
方

㍍
を
超
え
る
民
間
事
業
が

対
象
と
な
る
。

○
議
案
第
30
号

▼
農
政
課

Ｑ
．
公
民
館
と
運
動
広
場

は
同
時
に
設
置
さ
れ
た
も

の
か
。
ま
た
、
指
定
管
理

は
同
じ
自
治
公
民
館
が
行

う
の
か
。

Ａ
．
公
民
館
と
運
動
広
場

の
建
設
時
期
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
が
、
管
理
は
同
じ

指
定
管
理
者
が
行
っ
て
い

る
。

○
議
案
第
31
号

▼
農
政
課

Ｑ
．
施
設
の
年
間
利
用
者

数
は
。

Ａ
．
指
定
管
理
者
が
開
催

す
る
「
み
そ
教
室
」
の
利

用
者
が
年
間
１
５
０
名
程

度
で
あ
る
。

○
議
案
第
32
号

▼
農
政
課

Ｑ
．
長
島
大
陸
ま
ち
デ
ザ

イ
ン
と
の
契
約
で
、
４
階

と
５
階
部
分
を
賃
貸
し
て

い
る
が
、
法
人
代
表
者
と

指
定
管
理
者
が
同
一
で
あ

る
こ
と
は
（
民
法
１
０
８

条
）
双
方
代
理
に
あ
た
ら

な
い
か
。

Ａ
．
代
理
人
の
判
断
次
第

で
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
当

事
者
に
有
利
や
不
当
に
不

利
益
が
生
じ
る
危
険
性
が

な
い
た
め
、
双
方
代
理
に

は
抵
触
し
な
い
。

○
議
案
第
41
号

▼
農
政
課

Ｑ
．
上
程
の
公
民
館
に
つ

い
て
、
今
後
も
指
定
管
理

制
度
を
継
続
す
る
の
か
、

地
域
に
譲
渡
す
る
考
え
は

な
い
か
。

Ａ
．
国
庫
補
助
を
利
用
し

整
備
し
た
施
設
の
た
め
、

補
助
金
適
正
化
法
に
お
け

る
財
産
処
分
期
間
が
経
過

し
た
建
物
か
ら
、
集
落
と

協
議
を
行
っ
た
上
で
無
償

譲
渡
す
る
予
定
。

○
議
案
第
42
号

▼
農
政
課

Ｑ
．
前
回
と
同
じ
指
定
管

理
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る

が
、
公
募
を
行
わ
な
か
っ

た
理
由
は
。

Ａ
．
こ
れ
ま
で
の
実
績
等

を
審
査
し
、
適
切
な
施
設

管
理
と
活
用
が
期
待
で
き

る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者

の
指
定
の
手
続
等
に
関
す

る
条
例
第
５
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
募
に
よ
ら
な

い
指
定
管
理
者
の
候
補
と

し
て
選
定
し
た
。

○
議
案
第
47
号

▼
水
産
景
観
課

Ｑ
．
前
回
否
決
時
に
指
摘

の
あ
っ
た
、
指
定
管
理
者

と
一
部
出
荷
者
と
の
関
係

改
善
に
つ
い
て
、
行
政
側

の
対
策
は
。

Ａ
．
今
後
の
運
営
等
に
つ

い
て
、
双
方
の
話
し
合
い

の
場
を
設
置
し
、
行
政
と

し
て
積
極
的
に
関
与
し
、

指
導
を
行
っ
て
い
く
。

○
議
案
第
40
号

　

も
く
も
く
館
の
指
定
管
理

　

者
の
指
定
に
つ
い
て

○
議
案
第
41
号

　

自
治
公
民
館
等
の
指
定
管

　

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

○
議
案
第
42
号

　

農
畜
産
物
処
理
加
工
施
設

　

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

　

つ
い
て

○
議
案
第
43
号

　

畑
作
農
産
加
工
セ
ン
タ
ー

　

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

　

つ
い
て

○
議
案
第
44
号

　

茅
屋
漁
村
セ
ン
タ
ー
の
指

　

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

○
議
案
第
45
号

　

幣
串
漁
村
セ
ン
タ
ー
の
指

　

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

○
議
案
第
46
号

　

幣
串
水
産
物
処
理
加
工
施

　

設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

　

に
つ
い
て

○
議
案
第
47
号

　

特
産
品
直
売
施
設
ポ
テ
ト

　

ハ
ウ
ス
望
陽
及
び
長
島
物

　

産
館
並
び
に
長
島
町
農
山

　

漁
村
体
験
施
設
の
指
定
管

　

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

○
陳
情
第
１
号

　

商
工
会
に
対
す
る
令
和
７

　

年
度
補
助
金
等
に
関
す
る

　

要
望
書
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傍聴人は、次のことを守らなければなり

ません。（第７条）

①議場での言論に対し、拍手その他の方

　法で公然と可否を表明しないこと

②議場に現在する者に対し、示威的行為

　　をしないこと

③携帯電話端末など音を発する機器は、　

　　音を発しないようにすること

④飲食、喫煙をしないこと

⑤写真の撮影や録音、録画などをしない

　　こと

⑥議場の秩序を乱したり、会議を妨害し

　　たりするなど他人の迷惑となるような行

　　為をしないこと

◎
附
帯
意
見

●
前
回
と
同
じ
く
、
株
式

会
社 

長
島
物
産
館
が
選

定
さ
れ
て
お
り
、
議
会
お

よ
び
選
定
委
員
会
か
ら
の

指
摘
事
項
で
あ
る
「
指
定

管
理
者
と
一
部
出
荷
者
と

の
関
係
改
善
」
へ
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
、
行
政
側

が
積
極
的
か
つ
継
続
的
に

指
導
を
行
っ
て
い
く
べ
き

で
あ
る
。

ま
た
、
定
款
に
基
づ
い
た

企
業
の
健
全
な
運
営
を
維

持
す
る
た
め
、
会
計
決
算

の
監
査
に
つ
い
て
は
、
公

認
会
計
士
な
ど
識
見
を
有

す
る
者
を
選
定
し
、
事
務

の
適
正
化
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

◎
陳
情
第
１
号

●
町
制
20
周
年
記
念
イ
ベ

ン
ト
の
実
施
や
、
交
流
人

口
の
増
加
を
図
る
活
動
等

の
経
費
と
し
て
、
ま
た
商

工
会
の
活
性
化
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
の
観
点
か

ら
、
採
択
す
べ
き
も
の
と

し
て
決
定
し
た
。

議
会
の
傍
聴
に
来
ま
せ
ん
か
？

　

長
島
町
議
会
で
は
、
会
期
中
、
傍
聴
者
を
随
時
、
受

け
付
け
て
い
ま
す
。町
民
の
皆
さ
ん
が
選
ん
だ
議
員
が
、

町
の
施
策
や
予
算
の
審
議
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る

か
、
関
心
の
あ
る
か
た
は
、
ぜ
ひ
傍
聴
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、　

本
会
議
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
、
役
場
ロ
ビ
ー
の
テ
レ
ビ
で
も
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

　

次
の
定
例
会
は
６
月
に
開
会
さ
れ
る
予
定
で
す
。

令和６年の定例会には、39人のかたが傍聴に

訪れました。

令和６年第１回（３月）…２人

令和６年第２回（６月）…９人

令和６年第３回（９月）…14人

令和６年第４回（12月）…14人

また、令和７年第１回（３月）は、22人でした。

議会傍聴時の注意事項
長
島
町
議
会
傍
聴
規
則
で
は
、
地
方
自
治
法
第
１
３
０
条
第
３
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
、
傍
聴
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
傍
聴
の
定
員
は
40
人
（
第
３
条
）
で
、
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
傍
聴
者
の
住
所
や
氏
名
を
「
傍
聴
人
受
付
票
」
に
記
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
第
４
条
）。

こ
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
、
規
則
で
定
め
て
い
ま
す
。

（
抜
粋
）

傍聴人は、議
場に入ることはで
きません。

（第５条）

次に該当する者は、傍聴席に入れません。
（第６条）

①銃器や刃物、棒など他人に危害を加え
　　るおそれのある物を携帯している者

②議場に現在する者に対して、ビラや垂
　　れ幕、たすきなど示威的行為のために
　　使用されるおそれがある物を携帯・着
　　用している者

③酒気を帯びていると認められる者
④会議を妨害したり、他人に迷惑をかけ

　　たりするなどのおそれがあると認めら
　　れる者
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【
発
行
責
任
者
】議　

　

長　

林　
　

誠
治

【
編　

集
】

議
会
広
報
特
別
委
員
会

委

員

長　

上
平　
　

重

副
委
員
長　

中
浦　

雅
彦

委　
　

員　

楠
元　

康
博

二
階
堂　

猛

竹
山　

司
郎

編集後記

議

会

の

う

ご

き

２　

月

３　

月

　　

　

今
年
は
２
月
上
旬
に
２
回
の
降
雪
が

あ
り
、
バ
レ
イ
シ
ョ
の
植
え
付
け
が
早

か
っ
た
地
域
で
は
、
そ
の
後
の
発
芽
が

な
か
っ
た
所
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
自

然
災
害
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
次
年
度
へ
の
希
望
を
持
ち
た
い
も

の
で
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
体
調

に
十
分
留
意
さ
れ
、
毎
日
の
生
活
を
大

事
に
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
後
も
議
会
活
動
に
対
し
、ご
理
解
・

ご
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

（
二
階
堂　

猛
）

３
～
４
日

６
日

７
日

８
日

10
日

12
日

19
日

20
日

21
日

25
日

26
日

27
日

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
議
員
研
修
（
福
岡
県
）

第
１
回
広
報
特
別
委
員
会
（
№
79
）

全
国
離
島
振
興
市
町
村
議
会
議
長
会
総
会
（
ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）

第
２
回
広
報
特
別
委
員
会
（
№
79
）

か
ご
し
ま
長
島
会
（
鹿
児
島
市
）

北
薩
３
消
防
本
部
通
信
指
令
室
内
覧
会
（
薩
摩
川
内
市
）

Ｊ
Ａ
鹿
児
島
い
ず
み
農
政
協
議
会
（
出
水
市
）

財
政
援
助
団
体
等
監
査

長
島
町
新
生
活
運
動
推
進
協
議
会

町
村
監
査
委
員
協
議
会
定
期
総
会
（
鹿
児
島
市
）

鹿
児
島
県
町
村
議
会
議
長
会
第
76
回
定
期
総
会
・
鹿
児
島

県
離
島
振
興
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会
（
鹿
児
島
市
）

例
月
出
納
検
査

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
事
業
竣
工
式

総
合
戦
略
策
定
委
員
会

長
島
町
水
産
業
振
興
推
進
協
議
会

議
会
運
営
委
員
会
（
第
１
回
定
例
会
の
た
め
）

長
島
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
及
び
長
島
町
健

康
づ
く
り
運
動
推
進
協
議
会

長
島
町
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
委
員
会
及
び
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会
及
び
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
、
認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
検
討
委
員
会

３
～
19
日

３
日

10
日

12
日

14
日

21
日

22
～
23
日

24
日

25
日

27
日

28
日

第
1
回
定
例
会

第
１
回
全
員
協
議
会

第
９
回
学
校
統
合
再
編
調
査
特
別
委
員
会

中
学
校
卒
業
式

葛
輪
漁
港
竣
工
式

例
月
出
納
検
査

第
18
回
関
西
な
が
し
ま
会
交
流
会
（
大
阪
市
）

小
学
校
卒
業
式

北
薩
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
第
１
回
定
例
会
（
出
水
市
）

鹿
児
島
県
過
疎
地
域
協
議
会
理
事
会

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
議
会
第
１
回
定
例
会
（
阿
久
根
市
）

林
誠
治
議
長
、
林
義
明
議
員
、

古
田
一
博
議
員
に
表
彰
状

令
和
７
年
２
月
５
日
、
林
誠
治
議
長
に
全
国
町
村

議
会
議
長
会
か
ら
表
彰
状
が
贈
ら

れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
会
運
営
お

よ
び
地
域
の
振
興
発
展
に
貢
献
し

た
功
績
が
称
え
ら
れ
た
も
の
。

ま
た
、
林
義
明
議
員
、
古
田
一

博
議
員
は
、
15
年
の
長
き
に
わ
た

り
町
議
会
議
員
と
し
て
地
方
自
治

の
振
興
発
展
に
尽
力
し
た
功
績
が

称
え
ら
れ
、
県
町
村
議
会
議
長
会

よ
り
表
彰
状
が
贈
ら
れ
た
。


